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ば級地は制度的に決まる． しかし，本稿での推
定で利用した「国民生活基礎調査」個票には市
町村名のデ ー クは含まれていなかったそのた
め，都道府県名および人口規模と1995年国勢

調査の市町村人口を用いて各サンプルに該当す
る級地の推定を行っている． このような手法に
よる推定は大都市周辺の衛星都市（人口は少な
いが，生活費水準は大都市扱い）や首都圏の市
（人口は多いが，生活貨水準はそれほど高くな
い）で大きな級地推定誤差を生じるす能性があ
る．この点から生じる誤差の評価は3.4で行う鰤

具体的な推定方法は以下の通りである．推定
に用いたデータは国民生活基礎調査（世帯票，
所得票）から得られる調査結果，推定した級地，
および1995年度の「生活保護の基準」である．

世併票は同じ世帯の所得票がある世帯だけ
訊所得票と世帯単位で運結して利用したな
以下では金額はすぺて年額ペ ー スとなっている 攣

生活保護基準額＝居宅老基準額＋在宅老齢加
算＋母子（父子）加算＋教育扶助＋医療扶助

后宅者基準額＝第1穎卜第2類
1類＝級地ごとの表および世帯貝年

齢（世帯票個人部）
第2類＝級地ごとの表および世帯員数
（世帯票）＋冬季加算（都道府名，世帯票）

在宅老齢加算＝級地ごとの表および世帯員
（世帯票個人部）

母子（父子）加算＝級地ごとの表および世帯
員描造（世帯票個人部）
教育扶助＝級地ごとの表およぴ世帯員年齢
（世帯票個人部）
住宅扶助＝級地ごとの一般基準最大額（家賃）
医療扶助＝世帯粟個人郎の先月の要介護者
医療費支出を12倍し世帯合計

保護基準額の推定に用いたデータは世帯票 IT)

クであるため，保護基準額は1995年のデ ー

夕 していることになる．

3.2認定収入の推定
生活保護で用いられる認定収入は単純な実収

研 究

入ではなくいくつかの控除を行ったあとの数値
を用いるため，世帯収入および個人所得がら認
定収入を推定した奮 ここでの推定に用いている
所得票9ま鯛杏年の前年の状況を記入することに
なっているため，認定収入

タで行っていることになる會

また，本稿の目的から考えると生活保渡給付
以前の所得分布が必要であるため，生活保護世
帯に関しては「年金・恩給以外の社会保瞬給付
（現金給付）」の額を世帯収入から差し引いて処

した書 具体的な推計方法は以下の通りである讐

認定収入＝世帯収入（前年分） 一世帯税金（前年
分）一世帯社会保険料一世帯控除

世帯収入（前年分）＝世帯収入（所得票）
世 帯税金（前年 分）＝世愕所得税（所
十世帝住民税（所得票）
世帯社会保険料＝世帯社会保険料（所得票）

世帯控除＝苓礎控除Xl2十特別控除
基礎控除＝散多収入者基礎控除+z人目
以降の基礎控除総計

最多収入老基礎控踪＝所得票個人部およ
び級地ごと

2 人日以降の基礎控除総計＝所得票個人
部および級地ごとの表
特別控除＝最多収入老特別控除+2人目以
降の特別控除計

最多収入者特別控除＝所得票個人郡およ
び級地：：：刀:
2人日以降特別控除=min(二人目以降の
年収xoふ最多収入者の特別控除XO、85)

こ こでの推計も調査デー クおよび制度か
接的に各世帯の認定収入額を計算しているため，
データ の制約により級地推定の誤差は入る可能
性がある

3.3 貧困世帯の推定
した世帯ごとの生活保護基準額と認

定収入を比較し，認定収入の方が少ない世帯を
貧困世帯と本稿では定義すうただし，世帯主
が学生である場合は認定収入の方が少ない場合

は1994年の

そのものには誤差は存在しない葎

貧困世帯の現状

でも基準以上として扱っている． これは学生を
一般の単袋世帯と同様に扱うことは無理であろ
と考えられるためである讐

3.4 級地推定の誤差範囲についての検証
上述の通り級地を決定するための市町村情報

が今回利用した個票には含まれていないため，
級地は都這府県と市町村人nを用いた問接的な
方法で推定しているこの級地推定の誤りによ
って生じる保護基準以下世帯数推定誤差を表1

表 1 は，級地推定を＋ー 1 等級ずらし
た場合に保護基砧以下所得世帯サンプル数およ
び総世帯サンプル数に占める割合がと•0ように
変化するかを示したものである織都道府県およ
び市区町村人口から割り当てた級地をすぺて1·
段階上げたもの（例：3級地ー2を3級蛾ー1と
して扱う）および1段浩下げたもの（例： 1級地
-1を1級地ー2として扱う）の両方を計算して
ある．ただし，級地の推定誤差が＋ ー1段階に
収まっている保証はないため，真の位がこの両
者の間にあるという意味での区閻推定ではない．
あくまで; 今回の推計においてデー クの制約に
より生じた弱い部分の影暑をほ向的にみるため
の参考焦計であ互

表1よりわかるように，級地の推定誤差は丑
準以下世帯を推定する上で大きな影響を持って
いる．この誤差を考慮すると，最終的な集計結
果の誤差は全国集計で＋ ー 1% ポイント程度あ
るr_考えられる量

4. 貧因者比率Hに関する推定結果

4賞 1 世帯員数別推定
世帯員数別の推定結果を表2に示す． この

表では世帯分離の結果単身世帯となっているケ
スは分母子から差し引いて計算している．表

より明らがなように，わが国における生活保護

表l級地推定誤差の影響

俯臭塁晶闘訂悶醤畠塁塁刷

1:::'悶! ,:::: 畠：
基準以下亨l4a1Z%' 13.35% 15.40% 
ー・

資料比所） 厚生名「国民生活基礎調登」 (1995) の涸稟より惜計

2認

表2. 世帯人員穀別播捉卒

！貧困者比率 掴捉率
[ 

, 1 人世帯（除世帯分離） 3.59%' 26.66¾ 13.46% 
! 2 人世帯 1.02% 16.51% 6.18% 
I 3 人世帯 0.49% l 10.98% 4.43% 

l 4 人世帯 O.JZ% I 8.16% 2.67% 
5 人以上 a.10% I u.6瞑 0.8!1� 
資料出所） 瓜生省「被保護名全国一斉謂査（鉗別調査）」1B汎
厚生省「国民生活基礎潤査I 1995酌稟より罹計．

の捕捉率は世帯規模が大きくなるほど急速に低
下していく．もちろん世帯員数が増加するに伴
い所得を得ることができる可能性がある世帯貝
が存在する可能性は上がり．世帯所得の総額も

え貧困者比率も下がることが期待される．
2 (J)箕因者比率は5人以上世帯を除いて世帯員
数が増加するに伴い減少しており， こ の予想は
正しじと考えられる．

しかし，保護率は貧困老比率の低下より
に低下しており，結果として捕捉率は世帯員数
が増加するに伴い低下するほ向が見られる．後
述するように我が国における生活保護の適用が
近年特定の世帯種別に集中していることはよく
知られており，世帯員数増加に伴う捕捉率の低
下は，このような傾向の捕捉率への反映である
と解釈できるであろう 鱗

：：：のことは，世帯構造が変化 は単純
な保渡率による比較は難しいことを示している．

4.2 世帯内最多収入者別推定
世帯内での最多収入老5)6)

比率を計算したものを表3
帯内での最多肛入者の年齢が上がるに伴い住困

表＆最多収入老属性別貧困毛比率Hおよび貧困
ギャップ比率Q(19虹年）

男女計 男性
年齢陪級 H , Q H Q 

年齢計 J 2.2% 0.416 9.3% 0.372 31雙0% 0.455 
20~29 10、1% 0.350 8.2% O.J46 1ふ1% 0.355, 

40~49'�.6% 0.386 7.6% I 0、333 25.9% 0.458 
50~59 11.7% fJ箪395 6.656 0.391 25.1% o.401 

I , n-e , 17.5 % , ., 茄 " ·' " 0 叩嬰J7l： % ,. , 粒
70-79 35.0% 0.439 27.0% IJ む0% 0.471 I 
80~89 47,5% 0.-480 ! 40.1% l O ,4% 0.492 l 
資料出所） 厚生右「国民生活基礎調査J 1995 屈累より撻ttを
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表4.世帯主年齢階級別捕捉率(1994年）

世帯主年齢 保護率 貧困者比率 捕捉率

20~29 0.36% 10.52% 3.40% 

30~39 OA1% 9.30% 4.45% 

40~49 0.44% 10.05% 4.409€; 

:.t • 50~59 0.56% 8.74% 6.41% 

60~69 2.04% 15.66% 13.01% 

70~79 1.58% 27.25% 5.79% 

80- 2.76% 37.63% 7ぶ3%

資料出所） 厚生省「被保護者全国一斉調査（個別調査）」

1994. 

厚生省「国民生活基礎調査」1995個票より推計．

者比率が上昇していくが，特に 1995年におけ

る多くの企業での定年年齢である 60歳を越え

ると男女ともに急上昇する特徴が認められる．

捕捉率については，「被保護者全国一斉調査」

およぴ「国勢調査」では世帯内最多収入者に関

する集計を行っていないため世帯主年齢別に

算したものを表 4に示す．

4.3 貧困者比率の代理指標としての生活保護

，率

生活保護率を貧困者比率の代理指標として用

いる場合には，捕捉率がある程度安定している

必要があることは言うまでもない．つまり，

1960年から 1994年までの間に全国平均の生活

保護率が 1/3になったという事実から日本にお

ける貧困者比率も 1/3になったと主張するため

にはこの間の捕捉率が一定でなければならない．

研 究

しかしながら，本稲での推計によると 1時点を

とっても捕捉率は世帯員数あるいは世帯主の属

性によって大きく異なることが示された．

世帯員数構成の変化を例に取ると，単身世帯

1960年国勢調査では 5%程度であったが，

1995年国勢調査では 17%と大幅に増加してい

る．もし 1960年当時においても表 2に示され

た世帯員構成による捕捉率の差が成立していた

と仮定するならば，このような世帯構造の変化

によって全体的な捕捉率は上昇してきていると

えることは可能かもしれない． しかしながら

本論文では過去の捕捉率の推定を行っていない

ため，実際の捕捉率の変動は不明である．

点については今後の研究課題としたい．

この

5. 貧困ギャップ比率 Qに関する推定

5.1 貧困世帯の分布

「国民生活基礎調査」から推定された貧困世

帯について， Qの階級別（＝（保護基準額一認定

収入）／保護基準額）ごとの世帯数分布を図 1に，

累積世帯数％を図 2に示す．図1からは，貧困

世帯の分布は貧困ギャップが 0.5程度までは直

線的にウェイトが減少していくが， 0.6~0.8...,.,.

度の区間では若干トレンドラインよりウェイト

が大きくなり， 0.9付近でトレンドラインより

ウェイトが小さくなるという変動が見られる．

また，表 5に示した 1994年の被保護世帯貧困

図1.貧困ギャップ比率別世帯数分布
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表5.「被保護者全国一斉調査（個別調査）」による貧困指標
の推移

:: ぞ!!プ比率 1ふヰぢ,~芯;~1~:!~~~1ふ芯芯 I二認芯 I~:~芯
資料出所） （高山 1981)表 6-1.

厚生省「国民生活基礎調査」 1995個票より推計．

ギャップ比率(0.71)は図 2でみると全貧困世帯

のうち貧しい方から 16%程度の位置になって

おり，被保護世帯が全貧困世帯の中でも深い貧

困に集中していることがわかる．

5. 2 貧困ギャップ比率 Qの推定

貧困の深さを計測するための指標として，こ

こでは貧困ギャップ率 Qを使用する．表 3に

「国民生活基礎調査」 1995年のデータを用いて

計算した世帯内最多収入者の属性別貧困ギャッ

プ比率を示す．貧困者比率と同様に貧困ギャッ

も最多収入者の年齢が上がるにつれ上昇

はするものの，貧困者比率と比べるとその増加

ははるかに穏やかである．

6.1 

年次

図2.貧困ギャップ比率別累積世帯数％

120% 

U 0.6 0.4 0.1 
（保護基準4認定収入1/保護基準

資料出所） 厚生省「国民生活基礎調査」(1995年）より推計．

1960 1963 1972 

6. 時系列的変化

1975 

貧困世帯の現状

100% 

10% 

0% 

゜

1977 I 1994 

「被保護者全国一斉調査（個別調査）から

のHおよび Qの推定

さて，時系列的に貧困の状況がどのよう

化してきたかを検討するためには， ここまでの

推計で使用した「国民生活基礎調査」は初回調

査が 1986年と比較的最近の調査であるため不

適当である．そこで，以下では被保護世帯につ

にわたって継続されている厚生省「被

225 

保護者全国一斉調査（個別調

査）」から計算した貧困者比率

Hおよび貧困ギャップ比率 Q

を用いる．

「被保護者全国一斉調査（個別

調査）」は全国の被保護世帯の

1/10サンプルで行われる

であり，被保護世帯の実態を知

るための基礎データとして非常

ある．

5に「被保護者全国一斉調

査（個別調査）」から計算した H

および Qの時系列的な推移を示す. 1994 

ついては筆者の推計による”ものであるが，

までの数値は同じデータからいくつか

困に関する指標を計算している（高山

1981)第 6表で，捕捉率を 0.058)と仮定したケ

スの値を引用している．この結果で特徴的なこ

とは，「国民生活基礎調査」から計測した全貧困

世帯の貧困ギャップ率 0.416(表 3)より大幅に

大きい値が 1994年の被保護世帯の貧困ギャッ

として出てきたことである．このことは

1994年において被保護世帯は全貧困世帯平均

と比較してより深い貧困にあることを意味する

と考えられる．

表 5から分かることは

l. 貧困者比率は時系列的に低下している．

つまり，貧困者と見なされる人が社会に占

める割合は低下してきている．

2. 被保護世帯で計算した貧困ギャッ

は時系列的に上昇している．つまり，被保

護世帯の困窮度合いは深まってきている．

の2点である．この 2点を総合すると，わが国

における貧困は広さとしては減少しているが，

被保護世帯に代表される貧しい世帯については

貧しさが深化してきているという意味で貧困状

態の固定化が生じてきている可能性が高い．

1977 

の

6. 2 生活保護受給期間の変化

生活保護状態の固定化が生じているかどうか

を確認するため，「被保護者全国一斉調査（個別

調査）」の世帯種別平均生活保護受給期間9)を
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興味深い統計と数字の動きを見る

貧困急増の実態とその背景
一いくつかの統計資料一

後藤道夫（都留文科大学）

貧困世帯率． ワ ー キングプア世帯率
の推計 ー 就業構造某本調査 2007 年一

2007 年の就業構造埜本調査の 調査結果 が
2008 年 7 月初めに発表された。 周知のように、
就業構造基本調査は5年に一度、 40万以上の世
帯とそこで暮らす 100 万人以上の世帯貝を対象
として行われる。筆者は、 ワ ー キングプア世帯
数とそれを含む貧困世帯総数の推計の碁礎資料
として、 1997 年と 2002 年の就業構造基本調査
を使ってき たが、 今回は、 2007 年の結果を加
え、 3種類の貧困基準を適用した推計を試みた。

貧困基準
表1の「世帯人数別貧困基準表Jは、 生活保

a
 

護の被保護者全国一 斉調査の結果をベ ー スとし
た3つの貧困基準を示したものである。 被保護
者全国一斉調査は、 全国、 級地ごと、 世帯人数
ごとに「最低生活費」の平均値が出せるデー タ
を提供しているが、 そこに含まれているのは、
生活扶助、 住宅扶助、 教育扶助、 一時扶助であ
り、 必要な加算も織り込まれている。 その世帯
人数別の年額全国平均値を貧困基準①とした。
勤労世帯の場合、 通常はこれに公租公課分、 交
通費などを含む勤労必要経費、 医療費などを考
慮した上乗せを加えて、 額面年収での貧困某準
を作る。 ここでは、「最低生活費」に1.4を乗じ
た貧困基準②と、 給与所得控除を加えた甚準③
を用意した。③は自治体の低所得世帯むけの施
策にしばしば使われている。 なお、 2007 年の
数値が未発表であるため、 かわりに 2005 年を
用いた。

②と③の違いは年額で多くて 30 万円程度に
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収まるが、 ①と＠経〉の違いは大きい。 ちなみに
OECDは、 等価尺度を使って世帯の可処分所得
を個人のそれに置き換え、 各国の相対的貧困人
口を出している。2 000年の国民生活基礎調査 ＇
を用いた日本についての推計では、片働き世帯

＇

の額面賃金年収に換算すると、4人世帯で316
万円、 3 人世帯では 275 万円が貧困線となって
いる。 この数字は①に近く、 日本の生活保護制
度が想定する、 勤労世帯の「最低生活費用」と
は大きく乖離しているといってよい。

なお、 OECDが用いた等価尺度は、 世帯人数
の平方根に比例して生活費用が増えていく。 っ

＇i
まり4人世帯では1人世帯の2倍の費用が必要；
というものだが、 生活保護制度に即した「最低
生 活 費」の4人世帯では1人 世 帯の2.724倍
(2002 年）の費用が想定され、 生活保護世帯の
消費支出4人世帯では 2.33倍 (2003 年）の費用
が実際に支出されている（社会保障生計費調査）。 閃
社会サ ー ビスや生活基盤の利用料などの違いに
よる、 消費支出構造そのものの違いも大きいと
思われる。

ワ ー キングプア推計の考え方
一般に、 ワ ー キングプアの推計には、 勤労者

個人に却して行うものと、 勤労者がいる世帯に
ついて行うものとがあるが、 ともに、 貧困であ
るか否かは、 世帯についての役困基準を用い、
世帯収入に即して判断する。 一 方、 勤労者であ
るかどうかについては、 就業時間、 就業期間あ
るいは求職期間などについて、 何らかの基準を
適用することになる（岩井浩亭村上雅俊「日本
の Working Poor の推計ー一就業構造基本調査サン
プリングデー タの利用」関西大学経済・政治研究

b
 

所， 2007 年 1 月参照）。

賃金・給料が主な世帯

農業収入が主な世帯
農業収入以外の事業収入が
主な世帯
内職収入が主な世帯
家賃・地代が主な世帯
利子・配当が主な世帯
年金・恩給が主な世帯
雇用保険が主な世帯
仕送りが主な世帯
その他の収入が主な世帯

勤労世帯

計

（再）

表1 3つの貧困基準と就業構造基本調査による貧困世帯推計
総世帯数（万）

1997 年 2002 年 2007 年
基準①

30695 3034.8 3148.4 I基準②

基準③I·· . 
57.4 78.l 

3B0.6 

65.3 

342,3 307,8 

3.1 2.9 2.3 
37. l 43.6 45.9 

4.0 3.2 6.9 I基準①

726.7 l 053.5 1255.2 
17.2 38.6 14.9 

l 85.9 l 84.5 158.0 
81.3 133.2 142.3 

計①
4625.□ 496□.5 522s.2 I 計②十①

計③十①
言t①

3569.2 3517.6 3557.2 I 計②十①
計③十①

貧困世帯数（万） 貧困世帯率(%)
1997 年 2002 年 2007 年 1997 年 2002 年 2007 年

114.9 194.9 207.9 3.7 6.4 6.6 
.. .. . .. 

315.2 465.3 494.7 10.3 15.3 15.7 
.、...、....... ベ...... . . ............

389.9 552.D 588.l 12.7 18.2 18.7 
... .. ... . 

l 1.8 12.4 l 1 .4 1 5. l 19.0 19.9 

54.0 

1.8 l.8 1.5 
2.4 3.6 3.2 
l.5 l.8 2.8 

l 80.4 278.6 318.7 
5.2 13.4 6.6 

75.5 99.7 94.4 
49.2 87,7 88.5 

481.0 748.0 785.2 
. → ---—. . . 一 .. .. 心�ヽ� � 

681.3 1018.4 l 072.0 
. ...... . . ... ， .... . .. . 

756書0 1105.1 1165.4 

1 83.4 299.4 294,6 
. . .  - . ... 

383.7 568.8 581.4 
ヽ · · - - - . .. ..... ...... . 

458.4 656.5 674.8 

38.3 50.2 10.1 

5B.l 
6.5 

37.5 
24.B 
30.2 
40.6 
60.5 
10.4 

＾→ " 

14,7 
'' '' ' '  

16.3 

5.1 
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10.B 
"、9

12.B 

15.B 

65.5 
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56.3 
26.4 
34.7 
54.0 
65.B 
15.l 
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20.5 
.. . 

22.3 
B.5 
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16、2
· • •  

18.7 

16.3 

65.2 
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40.6 
25.4 
44.3 
59.7 
62.2 
15.0 

· -· 

20.5 
·-

22.3 

8.3 
ふ、-- . 

16.3 
- .. .. 

19.0 

世帯人数別貧困基準（万円）
世帯人数 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人以上

1997 年 106 182 250 303 366 
①生活保護世帯最低生活費全国平均fill 2002 年 115 192 261 316 384 

2005 年 114 188 261 315 378 
1997 年 148 255 350 424 512 

②……① X 1.4 2002 年 161 268 365 442 538 
2005 年 160 263 365 441 531 
1997 年 177 286 380 446 519 

③……①十給与所得控除 2002 年 190 300 394 462 548 
2005 年 189 294 394 461 541 

筆者は、「勤労世帯」の基準として、 その世
帯に1人あるいは複数のフルタイムで就業する
者あるいはその準備がある者（フルタイム職を
求職）がいる世帯を想定し、 その中の貧困世帯
をワ ー キングプア世帯と考えてきた。 フルタイ
ムという基準を想定したのは、 傷病・障害・高
齢・家族ケアなどによる短時間就業での過少収
入のケー スは、 主として別カテゴリ ー の貧困に
分類すべきだと判断したためである。 フルタイ
ムでの勤労が可能である者がいる世帯の場合、
貧困の主たる背景は、 低い労働条件、 および家
族の居住・養育・教育などを支える社会保障・
社会的支援策の脆弱性に求められる。

就業構造基本調査は、 近似的にではあるが、

世帯収入の情報と勤労世帯か否かについての情
報が、 共に得られるデー タを提供している。

まず世帯収入だが、 就業構造基本調査は、
100 万円ごとの収入階層を選択させている。 収
入階層内部では均等に世帯が分布しているとい
う仮定をおけば、 近似的に収入分布が得られる。

次に勤労世帯か否かの判断だが、 就業構造基
本調査は各世帯の「主な収入の種類」を問うて
おり、 く賃金・給料が主な世帯＞をはじめとす
る 10 種類のカテゴリ ー（表1)から選択させて
いる。「世帯の主な収入」が勤労によるもので
あれば、 ごく 一部の例外を除き、 フルタイムで
就業中の者がその世帯にいることを想定してよ

いと思われる。 また、 く雇用保険が主＞世帯、
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さらに，こうした分離可能な貧困指標を一般化したのがFGT指数である．

これは， Foster,Greer and Thorbecke (1984)が提示したものであり，

FGT(r) = f。'(デ）7/(y)dy 亨 0

として設定される．ここで，ァはいわば貧困回避度を示すパラメータであり，

FGTはr=Oであれば貧困率， r=lであれば貧困ギャップ率になる．ァが大き

な値をとるほど，所得分布は同じであっても貧困は深刻に受け止められる．そ

のほかにも，セン指数ワッツ指数などいくつかの貧困指標があるがその紹

介は橘木・浦川 (2006)に委ねる．

なお，いずれの貧困指標においても，貧困線をどのように設定するかで値が

大きく異なってくることに注意されたい．貧困線として中央所得の50%を採用

するのはあくまでも慣行であって，厳密な理論的根拠はない．別の想定を置く

こともしばしばある．また，その定義を採用しても，社会全体の所得が変化す

ればそれに応じて貧困線は上下にシフトする．たとえば世帯所得が社会全体

で低下すれば，貧困線もそれに応じて下方シフトするので，その貧困線を下回

る世帯はあまり増えず， したがって貧困指標も大きく上昇しない可能性は十分

にある．その意味で，貧困指標も格差指標と同様，相対的な概念であることに

留意すべきである．

3.2 貧困指標の推移

それでは，実際に貧困指標の動きを見てみよう．貧困線を通常の定義のよう

に各年の所得の中央値の50%に設定したうえで，相対的貧困率，所得ギャップ

率，貧困ギャップ率およびFGT(2)の推移を社会全体および年齢階層別にまと

めたのが表2-4の上段である．まず，社会全体で見ると，相対的貧困率はい

くぶん上昇傾向にあるがそれ以外の指標はほぼ横ばいで推移しており， 2000

年代に入って貧困化が顕著に進んでいるとはいいにくいことがわかる．年齢階

層別に見ても，貧困指標の動きに目立った方向性は確認できない．

以上の事実は，前節で指摘したような平均所得の低下傾向やカーネル密度

推計量で見た所得分布の重心の左シフトという事実を考慮すればやや意外に

見えるかもしれない． しかし，貧困線の低下を考慮すれば容易に理解できる．

9"5祖’i.]l.lli
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表2-4 貧困指標の推移

(1)貧困線を各年で設定した場合 （％） 

1997年 2000年 2003年 2006年

貧困線＝各年の中央値の 50%(千円） 1,344 1.258 1,202 1,173 

相対的貧困率 全 体 17.0 16.8 17.0 17.2 
(HR=FGT (0)) 若年層 18.4 17.1 17.0 15.7 

中年層 102 11.0 10.8 11.3 
高齢層 23.5 22.0 21.7 21.7 

所得ギャップ率 全 体 34.2 36.5 34.5 35.4 
(IGR) 若年層 30.6 36.4 31.5 38.0 

中年層 33.6 36.9 35.8 33.4 
高齢層 36.0 36.3 35.0 35.5 

貧困ギャップ率 全 体 5.8 6.1 5.9 6.1 
(PGR=FGT (1)) 若年層 5.6 6.2 5.3 6.0 

中年層 3.4 4.1 3.9 3.8 
高齢層 8.5 8.0 76 7.7 

FGT (2) 全 体 2.9 3.3 3.1 3.1 

若年層 2.7 3.5 2.7 3.3 
1' 中年層 1.7 2.2 2.1 1.9 

高齢層 4.3 4.3 3.9 3.9 

(2)貧困線を 1997年の水準で固定した場合 （％） 

1997年 2000年 2003年 2006年

貧困線=1997年の中央値の 50%(千円） 1,344 1,344 1,344 1,344 

相対的貧困率 全 体 17.0 18.8 20.4 21.8 
(HR=FGT (0)) 若年層 18.4 19.4 19.8 20.2 

中年層 10.2 12.4 13.1 14.6 
高齢層 23.5 24.4 26.1 27.1 

所得ギャップ率 全 体 34.2 36.5 35.4 35.8 
(IGR) 若年層 30.6 36.0 34.0 37.2 

中年層 33.6 36.6 35.9 33.9 

高齢層 36.0 36.7 35.6 36.2 

貧困ギャップ率 全 体 5.8 6.9 7.2 7.8 
(PGR=FGT (1)) 若年層 5.6 7.0 6.7 7.5 

中年層 3.4 4.5 4.7 4.9 
高齢層 8.5 9.0 9.3 9.8 

FGT (2) 全 体 2.9 3.7 3.8 4.1 
若年層 2.7 3.9 3.4 4.1 
中年層 1.7 2.5 2.6 2.5 
高齢層 4.3 4.8 4.8 5.1 

（注）等価可処分所得ベース．

（出所）厚生労働省「国民生活基礎調査」より筆者作成．




